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記 

 

１．賃貸借処理している場合の仕入税額控除の時期 

（問）所有権移転外ファイナンス・リース取引（所得税法施行令第 120 条の２第２項

第５号又は法人税法施行令第 48 条の２第５項第５号に規定する「リース取引」

をいい、以下「移転外リース取引」という。）につき、賃借人が賃貸借処理（通

常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をいう。以下同じ。）をしている場

合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入

れとする処理（以下「分割控除」という。）が認められるか。 

（答）認められる。 

移転外リース取引につき、事業者（賃借人）が賃貸借処理をしている場合で、

そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等と

して消費税の申告をしているときは、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、

事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支

えないこととされている。 

 

２．リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否 

（問）大規模な機械装置であるＡ資産と少額なＢ資産を移転外リース取引により賃借

している場合で、賃借人は「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（以下「会計基準」という。）に従い、Ａ資産は売買

処理（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をいう。以下同じ。）してい

ることから、消費税の仕入税額控除に当たってはその引渡しを受けた日の属する

課税期間において一括して控除（以下「一括控除」という。）することとしてい

る。 

一方、Ｂ資産については、複数契約をしている上、少額であることから賃貸借

処理し、消費税の仕入税額控除に当たっては分割控除することとしている。 

このように、会計基準に従って、賃借人が移転外リース取引について異なる経

理処理を行った場合には、一括控除と分割控除が併用されることとなるが、この

ような処理は認められるか。 

（答）認められる。 

   移転外リース取引に係る賃借人の仕入税額控除については、一括控除するの

が原則であるが、少額又は短期のリース資産であるか否かによって、賃借人に

おける経理処理が異なることも予想されるところ、このような会計基準に基づ

いた経理処理を踏まえ、事業者の経理実務の簡便性という観点から、賃貸借処

理した移転外リース取引に係る資産については分割控除することを認めること

が相当とされているものである。 

したがって、事例のように売買処理したリース資産については一括控除し、

賃貸借処理したリース資産については分割控除するといった処理を行ってもこ

の処理は認められる。 
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３．仕入税額控除の時期を変更することの可否 

（問）例えば、賃貸借処理しているリース期間が３年の移転外リース取引（リース料

総額 945,000 円）について、リース期間の初年度にその課税期間に支払うべきリ

ース料（315,000 円）について仕入税額控除（初年度分割控除）を行い、２年目

にその課税期間に支払うべきリース料と残額の合計額（630,000 円）について仕

入税額控除を行うといった処理は認められるか。 

（答）そのような処理は認められない。 

本件の取扱いは、移転外リース取引についてはリース資産の引渡しを受けた

日の属する課税期間（すなわちリース期間の初年度）において一括控除するこ

とが原則であるところ、その仕入税額控除の時期において、賃貸借処理に基づ

いて分割控除をすることが認められるものであり、事例のような処理はこれに

該当しない。 

 

４．賃貸借処理に基づいて仕入税額控除した場合の更正の請求の可否 

（問）事業者が、賃貸借処理した移転外リース取引について分割控除して消費税の申

告をしたものを、後日、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間におい

て一括控除したいとする更正の請求は認められるか。 

（答）そのような更正の請求は認められない。 

   事業者が仕入税額控除の時期について、取扱いとして認められている分割控

除を選択して計算を行い申告している以上、その計算は法律の規定に従ってお

り、また、その計算に誤りはないことから、一括控除への変更を求める更正の

請求はその請求要件に該当しない（通則法 23①）。 

 

５．簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱い 

（問）賃貸借処理している移転外リース取引について、次に掲げるような場合のリー

ス期間の２年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料

について仕入税額控除を行うことができるか。 

(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の２年目以

降は原則課税に移行した場合 

(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の２年目

以降は課税事業者となった場合 

（答）いずれの場合も仕入税額控除を行うことができる。 

本件の取扱いは、賃貸借処理している移転外リース取引に係る賃借人におけ

る仕入税額控除の時期について、分割控除して差し支えないとするものである

から、事例のような場合には仕入税額控除を行うことができる。 

 
以 上 

 




